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接続約款変更認可申請書の補正について 

 2025 年１月 17 日付け東相制第 000200000524 号をもって提出しました接続約

款変更認可申請書を下記のとおり補正しますので、よろしく取り計らい願います。 

記 

補正事項 
別紙のとおりです。 

別添３



別紙　東相制 000200000524 号（2025年１月17日）の補正内容 

旧 新 
東 

1

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、令和７年４月１日から実施し、この改正規定のうち、本附則第４項につ

いては、令和６年 12 月 31 日に、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－２第９欄ア(ｱ)欄、イ欄及

び第 10 欄（ア(ｱ)欄及びイ(ｱ)欄に規定するものを除きます。）、２－４第４欄ア欄、２－11 第 23 欄、２-13

第２欄（ア欄及びイ欄に規定するものを除きます。）及び第４欄（ウ欄に規定するものを除きます。）、第５

表（その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金額）第２（中間配線盤に係る

もの）に規定する料金額並びに本附則第５項については、令和７年１月１日に、それぞれ遡及して適用するこ

ととします。ただし、第 74条の２、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－４第４欄イ(ｻ)欄から

(ｾ)欄、第２（網改造料）１‐１（網改造料の対象となる機能）第74欄及び第２表（工事費及び手続費）第２

（手続費）１（適用）第14欄に係る規定については、認可を受けた後、当社の準備が整い次第、実施します。

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、令和７年４月１日から実施し、この改正規定のうち、本附則第４項につ

いては、令和６年 12 月 31 日に、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－２第９欄ア(ｱ)欄、イ欄及

び第 10 欄（ア(ｱ)欄及びイ(ｱ)欄に規定するものを除きます。）、２－４第４欄ア欄、２－11 第 23 欄、２-13

第２欄（ア欄及びイ欄に規定するものを除きます。）及び第４欄（ウ欄に規定するものを除きます。）並びに

本附則第５項については、令和７年１月１日に、それぞれ遡及して適用することとします。ただし、第 74条

の２、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－４第４欄イ(ｻ)欄から(ｾ)欄、第２（網改造料）１‐１

（網改造料の対象となる機能）第 74 欄及び第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）１（適用）第 14 欄に

係る規定については、認可を受けた後、当社の準備が整い次第、実施します。 
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